
   三 浦 市 職 員 の 公 益 通報 に 関 す る 要 領 （ 案）  

 （ 目的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 職 員か ら の 市 政 の 運 営 に関 す る 違 法 な 行 為 等に 関 す る

事 実 に係 る 通 報 （ 以 下 「 公益 通 報 」 と い う 。 ）の 処 理 に つ い て 必 要な 事 項

を 定 める こ と に よ り 、 通 報者 の 保 護 を 図 る と とも に 、 市 政 の 適 法 かつ 公 正

な 運 営を 確 保 す る こ と に より 、 市 民 か ら 信 頼 され る 市 政 を 確 立 す るこ と を

目 的 とす る 。  

 （ 定義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る用 語 の 意 義 は 、 当 該各 号 に 定

め る とこ ろ に よ る 。  

 （ １ ）  職 員  本 市 の 職 員 の う ち 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 261号 ）

第 ３ 条第 ２ 項 に 規 定 す る 一般 職 に 属 す る 者 （ 県費 負 担 教 職 員 を 除 く。 ）

を い う。  

 （ ２）  通 報 者  公 益 通報 を 行 っ た 職 員 を いう 。  

 （ ３）  法 令 等  法 律 、 法 律 に 基 づ く 命 令 （告 示 を 含 む 。 ） 並 びに 条 例 、

規 則 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 138条 の ４ 第 ２ 項 に 規 定 す

る 規 程を 含 む 。 ） 及 び 企 業管 理 規 程 （ 地 方 公 営企 業 法 （ 昭 和 27年 法律 第

292号 ） 第 10条 に 規 定 す る企 業 管 理 規 程 を い う。 ） を い う 。  

 （ 職員 の 責 務 ）  

第 ３ 条  職 員 は 、 公 益 通 報を す る に 当 た っ て は 、 確 実 な 資 料 に 基 づき 誠 実 に

行 う よう 努 め な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 に おい て 、 不 正 の 利 益 を得 る 目

的 、 他 人 に 損 害 を 加 え る 目的 そ の 他 の 不 正 の 目的 に よ る 通 報 を し ては な ら

な い 。  

 （ 公益 通 報 窓 口 ）  

第 ４ 条  公 益 通 報 の 窓 口 （ 以 下 「 公 益 通 報 窓 口 」 と い う 。 ） は 、 市長 が 指 定

す る 弁護 士 事 務 所 （ 以 下 「外 部 窓 口 」 と い う 。） 及 び 三 浦 市 事 務 分掌 規 則

（ 昭 和 46年 三 浦 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 益 通 報 者 保 護

（ 市 内部 の 法 令 違 反 に 対 する 通 報 に 関 す る も のに 限 る 。 ） 主 管 課 に置 く 。  

２  公益 通 報 窓 口 は 、 職 員か ら の 公 益 通 報 に 係る 相 談 を 受 け る も のと す る 。  

 （ 公益 通 報 窓 口 の 担 当 者の 責 務 ）  

第 ５ 条  公 益 通 報 窓 口 の 担当 者 は 、 こ の 要 領 に基 づ く 報 告 等 を 行 う場 合 を 除

き 、 公益 通 報 窓 口 の 職 務 に関 し て 知 り 得 た 秘 密を 漏 ら し て は な ら ない 。 そ

の 職 を退 い た 後 も 同 様 と する 。  

 （ 利益 相 反 関 係 の 排 除 ）  

別冊３  



第 ６ 条  公 益 通 報 窓 口 の 担当 者 は 、 自 己 が 関 係す る 公 益 通 報 の 処 理に 関 与 し

て は なら な い 。 こ の 場 合 にお い て 、 市 長 は 、 他の 職 員 を も っ て 公 益通 報 窓

口 の 担当 者 に 充 て る こ と がで き る 。  

 （ 公益 通 報 ）  

第 ７ 条  職 員 は 、 市 政 の 運営 に 関 し 、 法 令 等 に違 反 し 、 又 は 違 反 する お そ れ

が あ る行 為 （ 以 下 「 違 法 な行 為 等 」 と い う 。 ）に 関 す る 事 実 が あ ると 思 料

す る とき は 、 公 益 通 報 窓 口 に 公 益 通 報 を す る こと が で き る 。  

２  公 益 通 報 は 、 通 報 者 の 氏 名 及 び 所 属 並 び に 希 望 す る 連 絡 先 ・ 連 絡 方 法

（ 以 下「 通 報 者 氏 名 等 」 とい う 。 ） 、 行 為 の 内容 、 証 拠 の 状 況 そ の他 必 要

事 項 を記 載 し た 公 益 通 報 書（ 第 １ 号 様 式 ） を 公益 通 報 窓 口 に 提 出 する こ と

（ 郵 便の 送 付 又 は 電 子 メ ール の 送 信 に よ り 提 出す る こ と を 含 む 。 ）に よ り

行 う もの と す る 。 た だ し 、外 部 窓 口 に あ っ て は 、 郵 送 に 限 る も の とす る 。  

３  前項 の 規 定 に か か わ らず 、 違 法 な 行 為 等 に関 す る 事 実 に 係 る 客観 的 な 資

料 を 示し て 通 報 す る と き は、 通 報 者 氏 名 等 を 記載 し な い こ と が で きる 。  

 （ 公益 通 報 の 受 付 及 び 三浦 市 職 員 公 益 通 報 委員 会 へ の 報 告 ）  

第 ８ 条  公 益 通 報 窓 口 の 担当 者 は 、 前 条 第 ２ 項の 公 益 通 報 書 の 提 出が あ っ た

と き は、 誠 実 に そ の 内 容 を聴 取 し 、 公 益 通 報 の趣 旨 の 確 認 に 努 め なけ れ ば

な ら ない 。  

２  公益 通 報 窓 口 の 担 当 者は 、 公 益 通 報 書 の 内容 が 、 次 の 各 号 の いず れ か に

該 当 する と き は 、 公 益 通 報を 行 う 職 員 に 理 由 を説 明 し て 、 受 付 を しな い こ

と が でき る 。  

 （ １）  不 正 の 利 益 を 得 る 目 的 、 他 人 に 損 害を 加 え る 目 的 そ の 他の 不 正 の

目 的 であ る こ と が 明 ら か なと き 。  

 （ ２）  公 益 通 報 を 行 う 職 員 に 公 益 通 報 の 内容 に つ い て 説 明 を 求め た 場 合

に お いて 、 当 該 公 益 通 報 に係 る 行 為 を 行 っ た 者又 は 当 該 行 為 の 内 容を 把

握 で きず 調 査 が で き な い とき 。  

３  公益 通 報 窓 口 の 担 当 者は 、 公 益 通 報 書 の 受付 を し た と き は 、 速や か に 次

条 に 規 定 す る 三 浦 市 職 員 公益 通 報 委 員 会 に 当 該公 益 通 報 書 を 提 出 し、 報 告

し な けれ ば な ら な い 。 こ の場 合 に お い て 、 外 部窓 口 の 担 当 者 に あ って は 、

公 益 通報 書 に 所 感 等 を 記 入す る も の と す る 。  

４  前項 の 場 合 に お い て 、 通 報 者 氏 名 等 は 、 報告 し な い 。 た だ し 、特 に 必 要

が あ ると 認 め る 場 合 に お いて あ ら か じ め 通 報 者の 同 意 を 得 た と き 又は 通 報

者 か ら特 に 依 頼 が あ っ た とき は 、 こ の 限 り で ない 。  

 （ 三浦 市 職 員 公 益 通 報 委員 会 ）  



第 ９ 条  公 益 通 報 の 受 理 又 は 不 受 理 の 決 定 、 調 査 及 び 報 告 の 処 理 を 行 う た

め 、 三浦 市 職 員 公 益 通 報 委員 会 （ 以 下 「 委 員 会」 と い う 。 ） を 置 く。  

２  委 員 会 は 、 委 員 長 １ 人 、 副 委 員 長 １ 人 及 び 委 員 若 干 人 を も っ て 組 織 す

る 。  

３  委 員 長 は 、 副 市 長 を も っ て 充 て 、 副 委 員 長 は 、 総 務 部 長 を も っ て 充 て

る 。  

４  委員 は 、 職 員 の 中 か ら市 長 が 命 ず る 。  

５  委員 長 は 、 委 員 会 を 代表 し 、 会 務 を 総 理 する 。  

６  副委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事故 あ る と き は 、 そ の職 務 を 代

理 す る。  

７  委員 会 の 会 議 は 、 委 員長 が 招 集 し 、 そ の 議長 と な る 。  

８  委員 会 の 会 議 は 、 委 員の 過 半 数 が 出 席 し なけ れ ば 開 く こ と が でき な い 。  

９  委員 は 、 自 己 に 関 係 のあ る 事 案 に つ い て 、議 事 に 参 与 す る こ とが で き な

い 。  

10 委員 会 は 、 必 要 が あ ると 認 め る と き は 、 関係 者 （ 前 項 の 規 定 によ り 除 斥

さ れ た 委 員 を 含 む 。 ） の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で

き る 。  

11 委員 は 、 委 員 の 職 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密を 漏 ら し て は な ら ない 。 そ の

職 を 退い た 後 も 、 同 様 と する 。  

12 委員 会 の 庶 務 は 、 公 益通 報 窓 口 に お い て 処理 す る 。  

 （ 公益 通 報 の 受 理 等 ）  

第 10条  委 員 会 は 、 第 ８ 条第 ３ 項 の 報 告 を 受 けた と き は 、 公 益 通 報 の 受 理 又

は 不 受理 の 決 定 を し な け れば な ら な い 。  

２  委員 会 は 、 前 項 の 決 定の 内 容 （ 不 受 理 の 場合 は 、 そ の 理 由 を 含む 。 以 下

同 じ 。） を 公 益 通 報 報 告 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に より 遅 滞 な く 市 長 に 報告 す る

と と もに 同 項 の 決 定 の 内 容を 通 報 者 に 通 知 し なけ れ ば な ら な い 。 ただ し 、

通 知 を希 望 し な い 通 報 者 及び 第 ７ 条 第 ３ 項 に よる 通 報 者 に 対 し て は、 こ の

限 り でな い 。  

 （ 公益 通 報 の 調 査 ）  

第 11条  委 員 会 は 、 前 条 第１ 項 の 規 定 に よ り 受理 し た 公 益 通 報 に つい て 、 調

査 の 必 要 が あ る と 認 め た とき は 、 そ の 指 定 す る職 員 （ 以 下 「 調 査 員」 と い

う 。 ）に 、 関 係 者 か ら の 事情 の 聴 取 、 書 類 等 の閲 覧 、 現 地 の 確 認 その 他 の

必 要 な調 査 を 行 わ せ 、 そ の結 果 を 委 員 会 に 報 告さ せ る こ と が で き る 。  

２  前項 の 調 査 に 当 た っ ては 、 職 員 は こ れ に 協力 し な け れ ば な ら な い 。  



３  調査 員 は 、 第 １ 項 の 調査 が 終 了 し た と き は 、 調 査 報 告 書 （ 第 ３号 様 式 ）

に よ り委 員 会 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。  

４  調査 員 及 び 第 ２ 項 の 規定 に よ り 調 査 に 協 力し た 職 員 は 、 こ の 要領 に 基 づ

く 報 告等 を 行 う 場 合 を 除 き、 調 査 し た 事 実 、 調査 に 協 力 し た 事 実 及び こ の

調 査 によ り 知 り 得 た 秘 密 を漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後も 同 様

と す る。  

 （ 調査 結 果 の 報 告 ）  

第 12条  委 員 会 は 、 調 査 の 結 果 、 当 該 公 益 通 報 に 係 る 事 務 事 業 に 関し 、 違 法

な 行 為等 に 関 す る 事 実 が 存在 す る と 認 め た と きは 、 調 査 結 果 報 告 書 （ 第 ４

号 様 式） に よ り 、 そ の 内 容を 証 す る 資 料 と と もに 市 長 に 報 告 し な けれ ば な

ら な い。  

２  委員 会 は 、 調 査 の 結 果、 当 該 公 益 通 報 に 係る 事 務 事 業 に 関 し 、違 法 な 行

為 等 に関 す る 事 実 の 存 在 が認 め ら れ な か っ た と き 又 は 調 査 を 尽 く して も 違

法 な 行為 等 に 関 す る 事 実 の存 否 が 判 明 し な い とき は 、 遅 滞 な く 、 その 旨 を

市 長 に報 告 す る と と も に 通報 者 に 通 知 し な け れば な ら な い 。 た だ し、 通 知

を 希 望し な い 通 報 者 及 び 第７ 条 第 ３ 項 に よ る 通報 者 に 対 し て は 、 この 限 り

で な い。  

 （ 是正 措 置 等 ）  

第 13条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告を 受 け た と き は 、 是正 措 置 及

び 再 発防 止 の た め に 必 要 な措 置 （ 以 下 「 是 正 措置 等 」 と い う 。 ） を講 ず る

も の とす る 。  

２  市長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 が 市の 他 の 機 関 に 係 る 公益 通 報 で

あ る とき は 、 当 該 他 の 機 関の 任 命 権 者 （ 地 方 公務 員 法 第 ６ 条 第 １ 項に 規 定

す る 任命 権 者 を い う 。 以 下同 じ 。 ） に 当 該 報 告の 内 容 を 通 知 す る もの と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 通知 を 受 け た 任 命 権 者は 、 是 正 措 置 等 を 講じ 、 そ

の 結 果を 市 長 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。  

 （ 是正 措 置 等 の 通 知 ）  

第 14条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 是 正措 置 等 を 講 じ た と き 又 は 同 条

第 ２ 項後 段 の 規 定 に よ り 報告 を 受 け た と き は 、通 報 者 に 対 し 、 遅 滞な く 、

是 正 措置 等 の 内 容 を 通 知 する も の と す る 。 た だし 、 通 知 を 希 望 し ない 通 報

者 及 び第 ７ 条 第 ３ 項 に よ る通 報 者 に 対 し て は 、こ の 限 り で な い 。  

 （ 通 報 者 の保 護 ）  

第 15条  任 命 権 者 及 び 職 員は 、 不 正 の 利 益 を 得る 目 的 、 他 人 に 損 害を 加 え る

目 的 そ の 他 の 不 正 の 目 的 でな く 公 益 通 報 を 行 った 通 報 者 に 対 し 、 公益 通 報



を し たこ と を 理 由 と し て 、懲 戒 処 分 そ の 他 の 不利 益 な 取 扱 い を し ては な ら

な い 。  

２  職員 は 、 通 報 者 を 探 索し て は な ら な い 。  

３  任命 権 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 職 員並 び に 第 ５ 条 、 第 ９条 第 11項

及 び 第 11条 第 ４ 項 の 規 定 に正 当 な 理 由 な く 違 反し た 職 員 に 対 し 、 懲戒 処 分

そ の 他適 切 な 措 置 を と る もの と す る 。  

４  公益 通 報 窓 口 （ 外 部 窓口 を 除 く 。 ） は 、 公益 通 報 の 対 応 の 終 了後 、 通 報

者 に 対し 、 不 正 の 利 益 を 得る 目 的 、 他 人 に 損 害を 加 え る 目 的 そ の 他の 不 正

の 目 的で な く 公 益 通 報 を した こ と を 理 由 と し た不 利 益 な 取 扱 い が 行わ れ て

い な いか を 適 宜 確 認 す る もの と す る 。  

５  公益 通 報 窓 口 は 、 通 報者 が 第 １ 項 に 規 定 する 不 利 益 な 取 扱 い を受 け て い

る こ とが 明 ら か と な っ た 場合 に は 、 こ れ を 是 正し 得 る 者 に 通 知 し 是正 を 求

め る 又は 公 平 委 員 会 に 対 する 地 方 公 務 員 法 第 49条 の ２ 第 １ 項 の 規 定に 基 づ

く 不 利益 処 分 に つ い て の 審査 請 求 若 し く は 同 法第 46条 の 規 定 に 基 づく 勤 務

条 件 に関 す る 措 置 の 要 求 若し く は 同 法 第 ８ 条 第２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に基 づ く

苦 情 相談 制 度 を 利 用 す る こと が で き る 旨 を 伝 える な ど 、 通 報 者 の 保護 に 係

る 必 要な 援 助 を 行 う よ う 努め る も の と す る 。  

 （ 補則 ）  

第 16条  こ の 要 領 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月１ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

㊟  本則 中 、 下 線 部 分 は 、「 外 部 窓 口 」 を 設 置す る 場 合 に 規 定 す る。  



第１号様式（第７条関係）【外部窓口あり】 

公 益 通 報 №  

公益通報受付日    年  月  日 

                                   年  月  日 

公 益 通 報 書 

通 報 者 氏 名  通報者所属  

希望する連絡先・

連 絡 方 法 

（職場・自宅・携帯電話・電子メール・その他連絡先） 

公 益 通 報 の 内 容 

① 具体的に、いつ、 

どこで、誰が、誰に、 

何を、なぜ（何のため

に）、どのようにした 

かを記入してください。 

② どのような法令等

の違反に該当するのか

を記入してください。 

③ 客観的に事実が説

明できる資料がある場

合は、必ず添付してく

ださい。 

④ 記入欄が足りない

場合は、別紙（様式自

由）に記載し、添付し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理又は不受理及

び結果の通知 
□希望する  □希望しない 

注１ この通報書は、法令等に違反する行為又は違反するおそれがある行為に関する事実があったときに使用してくだ

さい。 

注２ 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報はできません。 

注３ 通報者氏名等は公にされません。 

外部窓口の所感等（外部窓口に通報した場合に当該窓口で記載します。） 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士氏名            印  

（通報者→外部窓口→委員会（庶務担当   部  課）） 



第１号様式（第７条関係）【外部窓口なし】 

公 益 通 報 №  

公益通報受付日    年  月  日 

                                   年  月  日 

公 益 通 報 書 

通 報 者 氏 名  通報者所属  

希望する連絡

先・連絡方法 

（職場・自宅・携帯電話・電子メール・その他連絡先） 

公益通報の内容 

① 具体的に、い 

つ、どこで、誰が、

誰に、何を、なぜ 

（何のために）、 

どのようにしたか 

を記入してくださ

い。 

② どのような法

令等の違反に該当

するのかを記入し

てください。 

③ 客観的に事実

が説明できる資料

がある場合は、必

ず添付してくださ

い。 

④ 記入欄が足り

ない場合は、別紙

（様式自由）に記

載し、添付してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理又は不受理

及び結果の通知 
□希望する  □希望しない 

注１ この通報書は、法令等に違反する行為又は違反するおそれがある行為に関する事実があ

ったときに使用してください。 

注２ 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報はでき

ません。 

注３ 通報者氏名等は公にされません。 

（通報者→公益通報窓口（  部  課）→委員会） 



第２号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

公 益 通 報 報 告 書 

公 益 通 報 受 付 日     年  月  日 公益通報№  

公益通報窓口担当者 
 

 

公 益 通 報 の 方 法 
□郵送  □ファクス  □電子メール 

□その他（              ） 

公 益 通 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理又は不受理の決定 □受理    □不受理 （    年  月  日決定） 

（不受理の理由） 

 

 

 

 

 

 

受理又は不受理の通知  □希望あり  □希望なし 

特 記 事 項  

 

 

 

 

 

（委員会→市長） 



第３号様式（第 11条関係） 

年  月  日 

調 査 報 告 書 

公 益 通 報 受 付 日     年  月  日 公益通報№  

公 益 通 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 方 法  

 

 

 

 

 

調 査 結 果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 記 事 項  

 

 

 

 

 

（調査員→委員会） 



第４号様式（第 12条関係） 

年  月  日 

調 査 結 果 報 告 書 

公 益 通 報 受 付 日     年  月  日 公益通報№  

公 益 通 報 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 方 法  

 

 

 

 

 

公益通報の対象となる

市 の 機 関 

 

 

調 査 結 果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 結 果 の 通 知  □希望あり  □希望なし 

特 記 事 項  

 

 

 

 

 

（委員会→市長） 



「職員公益通報制度業務」フロー 【参考】

通報者 調査員 他の任命権者

市政の運営に関し、法令等に
違反し、又は違反するおそれ
がある行為に関する事実があ
ると思料

↓

公益通報書の提出
（第１号様式）

→ → →

↓ ↓ ↓ ↓

否 可 否 可

↓ ↓ ↓ ↓

通報者へ理
由の説明

所感等を記
入

通報者へ理
由の説明

↓

↓ ↓

→ → →

↓ ↓

不受理

↓ ↓ ↓ ↓

↓

公益通報報
告書（第2号
様式）により
市長へ報告
（遅滞なく）

→ → → →→→→→→→→→→→→→→→ → → →

↓

↓ ↓

否 要

↓ ↓

↓
調査員を指
定

→ → →
関係者からの事情の聴取・書類等
の閲覧・現地の確認等

↓ ↓

← ← ←
調査の結果を調査報告書（第３号様
式）により委員会へ報告

↓ ↓

否・不明 認定

↓ ↓

市長へその
旨を報告

調査結果報
告書（第４号
様式）により
市長へ報告

→ → → →→→→→→→→→→→→→→→ → → →

↓ ↓ ↓

通報者へそ
の旨を通知
（遅滞なく）

市長部局の
もの

他の任命権
者下のもの

↓ ↓

是正措置等
を講じる

調査結果報
告の内容を
他の任命権
者へ通知

→ → → 是正措置等を講じる

↓ ↓

↓

↑ ↓

← ← ← 是正措置等の結果を市長へ報告

2020.1.30 調製

受付の可否の決定

委員会へ提出及び報告
（速やかに）

公益通報報告書（第２号様式）により報
告を受ける

通報者へ通知
（遅滞なく）

調査の要否

違法な行為等に関する事実
の存否の認否

通報者へ是正措置等の内容を通知
（遅滞なく）

他の任命権者からの報告を受ける

市長（任命権者）

公益通報の内容は市長部局ものか他
の任命権者下のものか

受理

公益通報窓口
外部窓口（弁護士事務所）

公益通報窓口
内部窓口（　　部　　課）

職員公益通報委員会
（庶務：　　部　　課）

公益通報の受理又は不受理の決定
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